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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第188期
第１四半期
連結累計期間

第189期
第１四半期
連結累計期間

第188期

会計期間
自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日

自  平成25年１月１日
至  平成25年３月31日

自  平成24年１月１日
至  平成24年12月31日

売上高 (千円) 2,582,888 2,461,967 11,515,978

経常利益又は経常損失(△) (千円) 3,280 △297,044 1,001,489

当期純利益又は四半期純損失(△) (千円) △45,403 △297,434 605,348

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △26,455 △247,400 624,898

純資産額 (千円) 3,141,956 3,501,879 3,793,259

総資産額 (千円) 7,544,962 11,128,540 9,121,002

１株当たり当期純利益
又は四半期純損失(△)

(円) △2.07 △13.55 27.57

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 40.1 30.2 40.2

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載をしておりませ

ん。

　

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内

容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

なお、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理

の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）　セグメント情報」の「２．報告セグメン

トの変更等に関する事項」をご参照ください。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　
　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　
　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、経済対策・金融政策への期待感から平均株価が

上昇し、円安が進行するなど輸出関連企業を中心に業績改善がみられたものの、欧州の債務問題の長期化

や新興国の経済成長の減速等により、先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況の下、旅客部門は１月下旬より３月中旬にかけて開催された大島のビッグイベント

「大島椿まつり」やスポーツイベント等の集客活動への取り組みを強化した結果、旅客は好調に推移い

たしました。一方、貨物部門では各島工事関連品目の輸送動向を注視し、集荷に遺漏がないように努めま

したが、一部の島において公共工事が減少し、輸送量が伸び悩みました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高２４億６千１百万円（前年同期２５億８千２百

万円）、営業損失１億９百万円（前年同期営業利益１千３百万円）となりました。また、営業外損益では、

持分法適用関連会社において訴訟の解決に伴い臨時損失の発生があり、経常損失２億９千７百万円（前

年同期経常利益３百万円）、これに特別損益と税金費用などを計上した後の四半期純損失は２億９千７

百万円（前年同期純損失４千５百万円）となりました。

　
セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、当第１四半期連結会計期間より報告セグメントの

変更を行っており、前年同期比較に当たっては、前年同期の数値を変更後の報告セグメントに組み替えて

行っております。

　
≪海運関連事業≫

主力の海運関連事業の旅客部門は、「大島椿まつり」の集客活動や大島日帰り商品の販売強化に努め

た結果、伊豆地区を中心に旅客が好調に推移し、全航路での旅客数は１４万８千人（前年同期１４万３千

人）となりました。一方、貨物部門は、一部の島で大型建設工事の終了などで、輸送量が伸び悩み、貨物取

扱量は全島で８万２千トン（前年同期８万６千トン）に止まりました。

この結果、当事業の売上高は１８億４千７百万円（前年同期１８億８千５百万円）、費用面では船舶関

係費用の増加があり、営業利益は７千５百万円（前年同期営業利益２億１千万円）となりました。

　
≪商事料飲事業≫　

当事業の中心となる商事部門は、一部の島において大型建設工事が終了したことなどから、島嶼向けセ

メントおよび燃料油の販売がともに減少いたしました。この結果、当事業の売上高は３億２千２百万円

（前年同期４億２千６百万円）、営業利益は１千２百万円（前年同期営業利益２千１百万円）となりま

した。
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≪レストラン事業≫　

東京湾周遊のレストランシップ事業は、一部のレストランを改造し、少人数の団体に対応したスペース

を新設し積極的に営業展開を行いました。利用状況も好調に推移し、全クルーズでの利用客数は１万９千

人（前年同期１万７千人）、売上高は１億５千１百万円（前年同期１億４千５百万円）、費用面では船舶

減価償却費の減少もあり、営業損失は７千５百万円（前年同期営業損失９千１百万円）となりました。

　
≪ホテル事業≫

大島温泉ホテル事業は、「椿まつり」の観光客増加により、昼食利用の団体客を中心に、宿泊客・休憩

客ともに好調に推移いたしました。また、観光シーズンを前に、客室・温泉施設の整備を行い、サービスの

維持・向上にも努めました。この結果、売上高は９千４百万円（前年同期８千７百万円）、営業利益は１

千万円（前年同期営業利益８百万円）となりました。

　
≪旅客自動車運送事業≫

当事業の中心となる大島島内におけるバス部門は、大島の観光シーズン「椿まつり」を迎え、定期観光

バスの利用客が好調に推移いたしました。この結果、売上高は９千２百万円（前年同期８千６百万円）、

営業利益は２千３百万円（前年同期営業利益１千７百万円）となりました。なお、定期路線バスにおいて

は、大島町からの継続的な支援を受けております。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は１１１億２千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ２０

億７百万円増加しました。その主な要因は、ジェットフォイル１隻の取得および建造中の船舶の建設仮勘

定などで有形固定資産が２３億７千３百万円増加したことなどによるものです。

負債は７６億２千６百万円となり、前連結会計年度末と比べて２２億９千８百万円増加しました。その

主な要因は、ジェットフォイル１隻の取得資金および新造船建造資金など借入金が２０億８千３百万円

増加したことなどによるものです。

純資産は３５億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億９千１百万円減少しました。その主な要

因は、その他有価証券評価差額金が４千１百万円増加したのに対し、配当金の支払および四半期純損失な

どで利益剰余金が３億４千１百万円減少したことなどによるものです。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

(5) 従業員数

当第１四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

　

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第１四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。
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(7) 主要な設備

当第１四半期連結累計期間において、ジェットフォイル１隻(中古船舶)の取得が完了いたしました。

また、前連結会計年度末における新設、除却等の計画について、著しい変更はありません。当第１四半期

連結累計期間に完了したものは次のとおりであります。

会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容
投資額
（千円）

完了年月

提出会社
本社
(東京都港区)

海運関連事業
ジェットフォイル
１隻（中古）取得

1,267,191平成25年３月

東京ヴァンテア
ンクルーズ㈱

竹芝
(東京都港区)

レストラン事業 レストランの改造 25,361平成25年１月
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 88,000,000

計 88,000,000

　

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年５月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 22,000,00022,000,000
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数
1,000株

計 22,000,00022,000,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年３月31日 ― 22,000,000 ― 1,100,000 ─ 89,300

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

EDINET提出書類

東海汽船株式会社(E04256)

四半期報告書

 6/18



　

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が把握できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成24年12月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】
平成24年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式   42,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

21,854,000
21,854 ―

単元未満株式
普通株式

104,000
― ―

発行済株式総数 22,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 21,854 ―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式913株が含まれております。

　

② 【自己株式等】
平成24年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
東海汽船株式会社

東京都港区海岸１－16－１ 42,000 ― 42,000 0.19

計 ― 42,000 ― 42,000 0.19

　

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)及び「海運企業財務諸表準則」（昭和29年運輸省告示第431号）に基づいて作成してお

ります。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成25年１月１日

から平成25年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年１月１日から平成25年３月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
　【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
  至 平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
  至 平成25年３月31日)

売上高

海運業収益 1,877,871 1,840,991

その他事業収益 705,016 620,975

売上高合計 2,582,888 2,461,967

売上原価

海運業費用 1,508,182 1,609,035

その他事業費用 734,211 627,106

売上原価合計 2,242,393 2,236,141

売上総利益 340,494 225,825

販売費及び一般管理費 326,868 335,495

営業利益又は営業損失（△） 13,626 △109,669

営業外収益

受取利息 477 219

受取配当金 1,149 1,149

賃貸料 4,086 3,397

助成金収入 － 5,312

補助金収入 2,333 2,929

その他 3,217 5,589

営業外収益合計 11,264 18,596

営業外費用

支払利息 3,583 2,931

持分法による投資損失 16,134 200,463

その他 1,891 2,577

営業外費用合計 21,609 205,971

経常利益又は経常損失（△） 3,280 △297,044

特別利益

国庫補助金 ※1
 10,960

※1
 49,388

特別利益合計 10,960 49,388

特別損失

固定資産圧縮損 ※2
 10,960

※2
 49,388

特別損失合計 10,960 49,388

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

3,280 △297,044

法人税、住民税及び事業税 27,406 22,303

法人税等調整額 13,944 △30,797

法人税等合計 41,351 △8,494

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △38,070 △288,550

少数株主利益 7,333 8,883

四半期純損失（△） △45,403 △297,434
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【四半期連結包括利益計算書】
　【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
  至 平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
  至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △38,070 △288,550

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11,647 41,152

持分法適用会社に対する持分相当額 △32 △2

その他の包括利益合計 11,615 41,149

四半期包括利益 △26,455 △247,400

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △33,826 △256,384

少数株主に係る四半期包括利益 7,371 8,984
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(2)【四半期連結貸借対照表】
(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,645,561 1,994,795

受取手形及び営業未収金 ※1
 1,072,834

※1
 1,374,162

商品及び製品 58,345 51,015

原材料及び貯蔵品 233,122 205,436

繰延税金資産 26,353 79,811

その他 145,207 297,655

貸倒引当金 △1,539 △2,141

流動資産合計 4,179,884 4,000,735

固定資産

有形固定資産

船舶 ※2
 11,928,867

※2
 13,227,923

減価償却累計額 △11,180,860 △11,228,129

船舶（純額） 748,006 1,999,794

建物及び構築物 1,192,332 1,219,231

減価償却累計額 △1,042,750 △1,047,335

建物及び構築物（純額） 149,581 171,896

土地 302,146 302,146

建設仮勘定 1,563,418 2,599,242

その他 1,205,082 ※2
 1,275,536

減価償却累計額 △1,030,580 △1,037,507

その他（純額） 174,501 238,029

有形固定資産合計 2,937,654 5,311,108

無形固定資産 145,885 143,908

投資その他の資産

投資有価証券 1,263,755 1,121,888

繰延税金資産 442,868 402,762

その他 276,052 267,373

貸倒引当金 △125,099 △119,235

投資その他の資産合計 1,857,578 1,672,788

固定資産合計 4,941,117 7,127,804

資産合計 9,121,002 11,128,540
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 ※1
 706,546

※1
 938,697

短期借入金 1,252,400 1,442,000

未払法人税等 227,149 24,619

賞与引当金 31,546 125,218

その他 503,903 648,803

流動負債合計 2,721,545 3,179,340

固定負債

長期借入金 1,132,200 3,026,500

退職給付引当金 1,115,403 1,036,081

役員退職慰労引当金 104,750 －

特別修繕引当金 119,338 135,280

固定資産圧縮未決算勘定 122,500 122,500

その他 12,006 126,958

固定負債合計 2,606,198 4,447,320

負債合計 5,327,743 7,626,661

純資産の部

株主資本

資本金 1,100,000 1,100,000

資本剰余金 693,565 693,565

利益剰余金 1,823,914 1,482,566

自己株式 △8,316 △8,381

株主資本合計 3,609,163 3,267,750

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 54,540 95,589

その他の包括利益累計額合計 54,540 95,589

少数株主持分 129,555 138,539

純資産合計 3,793,259 3,501,879

負債純資産合計 9,121,002 11,128,540
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【会計方針の変更等】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年１月１日  至  平成25年３月31日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社および連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失への影響は軽微で

あります。

　
　
【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年１月１日  至  平成25年３月31日)

（役員退職慰労引当金の廃止）

当社は、平成25年３月26日開催の第188回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を

決議いたしました。

これに伴い、役員退職慰労引当金は全額取崩し、打ち切り支給額の109,325千円を長期未払金として固定負債の

「その他」に含めて表示しております。

　
　
【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

※１　国庫補助金の内訳

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年１月１日
至  平成25年３月31日)

海上交通低炭素化推進事業費補助金 10,960千円 10,960千円

離島流通効率化事業補助金 ― 38,428千円

　
※２　固定資産圧縮損の内訳

　前第１四半期連結累計期間 (自　平成24年１月１日　至　平成24年３月31日)

　当第１四半期連結累計期間 (自　平成25年１月１日　至　平成25年３月31日)

　　　固定資産圧縮損は、上記※１の国庫補助金を取得価額から直接減額した価額であります。

　

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　期末日満期手形の会計処理

当第１四半期連結会計期間末日は銀行休業日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。

当第１四半期連結会計期間末日満期手形は次のとおりであります。

　
前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

受取手形 21,866千円 27,753千円

支払手形 57,854千円 54,541千円
　

※２　国庫補助金の受領により、固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額

　
前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

船舶 50,509千円 61,469千円

その他(器具及び備品) ― 38,428千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第

１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年１月１日
至  平成25年３月31日)

減価償却費 89,204千円 89,970千円

　

　
(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。　

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年３月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年３月26日
定時株主総会

普通株式 43,914 2.00平成24年12月31日 平成25年３月27日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）2

海運
関連事業

商事
料飲事業

レストラン
事業

ホテル
事業

旅客自動車
運送事業

合計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 1,877,871387,585144,99787,33485,0992,582,888
 

―
 

2,582,888

セグメント間の内部
売上高又は振替高

8,087 39,341 359 320 1,590 49,699△49,699 ―

計 1,885,959426,927145,35687,65486,6892,632,588△49,6992,582,888

セグメント利益
又は損失(△)

210,45521,239△91,452 8,775 17,256166,273△152,64713,626

(注) １　セグメント利益又は損失(△)の調整額△152,647千円には、セグメント間取引消去△1,018千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△151,628千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。

２　セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）2

海運
関連事業

商事
料飲事業

レストラン
事業

ホテル
事業

旅客自動車
運送事業

合計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 1,840,991286,146151,06494,24889,5162,461,967
 

―
 

2,461,967

セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,913 36,065 924 240 2,662 46,806△46,806 ―

計 1,847,905322,211151,98994,48892,1792,508,774△46,8062,461,967

セグメント利益
又は損失(△)

75,69312,206△75,34310,87223,83447,263△156,933△109,669

(注) １　セグメント利益又は損失(△)の調整額△156,933千円には、セグメント間取引消去△1,725千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△155,208千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。

２　セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

２．報告セグメントの変更に関する事項

当第１四半期連結会計期間より、従来「その他の事業」としていた船舶修理業について、今後の事業

展開を勘案し、現状の報告セグメントの見直しを行った結果、「海運関連事業」の区分に変更しており

ます。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成してお

り、前第１四半期連結累計期間の「１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関す

る情報」に記載しております。

　

EDINET提出書類

東海汽船株式会社(E04256)

四半期報告書

15/18



　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年１月１日
至  平成25年３月31日)

　１株当たり四半期純損失(△) △2円07銭 △13円55銭

　(算定上の基礎) 　 　

　四半期純損失(△)(千円) △45,403 △297,434

　普通株主に帰属しない金額(千円) 該当事項はありません 該当事項はありません

　普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △45,403 △297,434

　普通株式の期中平均株式数(株) 21,957,432 21,956,774

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載をしておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成25年５月９日

　
東 海 汽 船 株 式 会 社

取 締 役 会　御中

　

　
東 陽 監 査 法 人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　助　 川　  正　　文　 印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　北　 島　     緑      印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東海

汽船株式会社の平成25年１月１日から平成25年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平

成25年１月１日から平成25年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年１月１日から平成25年３

月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連

結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな

い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸

表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施

される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手

続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東海汽船株式会社及び連結子会社の平成25年

３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　 上
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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